
モビリティ・マネジメント実施方針(案) 

資料－１ 



協 働 

市 
公共交通の維持・改善が可能
なまちづくりを推進し、利用促
進に係る施策を実施します 

市民 
過度の自家用車利用を控え、公
共交通を積極的に利用します 

事業者 
従業員へ意識啓発を行い、 
公共交通の利用を推進します 

公共交通事業者 
事業の効率化、公共交通の利
便性向上に努めます 

責務 

基本方針 
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①公共交通の利便性の向上および積 極的な
利用の促進 

②地域の特性に応じた効率的な機能分担およ
び連携 

③公共交通優先の交通体系への転換 
④ユニバーサルデザインに配慮した公共交通 
⑤教育等を通じた公共交通に関する意識醸成 

安全かつ快適で人と環境にやさしい都市交通の形成 
「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現 

１．高松市公共交通利用促進条例（H25.9.27施行） 



年度 ～H27 H28 H29 H30 H31～ 

国の動き 

市全域 

H27.3 H28.3 

新駅開業 
（太田～仏生山） 

新駅開業 
（三条～太田） 

バス路線再編実施計画 （全域） 
 

フィーダー化を推進する補助スキーム検討 
鉄道-バスの一体的な運賃体系の導入検討 
乗り換え抵抗を抑える施策の検討   

                            等 

 

高
松
市
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
策
定 
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総
合
都
市
交
通
計
画
策
定 

 

公
共
交
通
利
用
促
進
条
例
制
定 

H25.9 H22.11 

国土のグランドデザイン2050 公表（Ｈ26.7.4） 

ことでん新駅整備全体構想 
ことでん新駅（三条～太田駅
間）基本構想（Ｈ27.3） 

H26.3  電車・バス乗継割引拡大 
H26.10 高齢者公共交通運賃半額制度 

新駅（三条～太田駅
間）基本計画策定
（H28.3） 

新駅（太田～仏生山
駅間）基本計画策定 

公共交通利用促進事業 

 

高
松
市
地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画
策
定 

再
編
ス
タ
ー
ト 

大
臣
認
定 

改正都市再生特別措置法 施行 （H26.8.1） 
改正地域公共交通活性化再生法 施行 （H26.11.20） 

２．高松市の取り組み 
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

公共交通利用率 市民満足度 不満度 

公
共
交
通
利
用 

促
進
条
例
制
定 

H25.12  
綾川駅開業 
15分ヘッド 
区間延長 

高齢者の 
事故報道増加 H22～ 

深夜0時便開始 

H26.10 高齢者公共交通運賃半額制度 

H26.3 電車・バス乗継割引拡大 

H28 新駅事業化 

(％) (％) 
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公共交通空白地域における 
サービスレベルに対する不満。 

３．利用促進に対する課題 

 モビリティ・マネジメントにより、 
  認識のズレを解消 
 公共交通でフォローできない部分の 
  制度について検討 

公共交通の利用 高 ⇔ 満足度 低 

満足度 低 

高齢者の交通事故が社会問題化・社会情勢

の変化 

公共交通を利用しなかった人が利用を意識 

   ⇒ 車と同じように使えない 

0 20 40 60 80 100

公共交通が 

フォローできる範囲 

公共交通に対する 

期待値 

理
想 

現
実 

車視点のドア・トゥ・ドアの使い方 

ギ
ャ
ッ
プ
の
分
析 

公共交通の理想と現実 

市民満足度の状況 

公共交通への 
期待と現実の 

ギャップ 



４．モビリティ・マネジメントとは 
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行
動
変
容
へ
の 

働
き
か
け 

自分自身の行動について考え
るきっかけを作り、コミュニケー
ションを通じて、自発的な行動
変容を働きかける。 
 出前講座 

直接的なコミュニケーション 

情
報
提
供 

媒体を通じたコミュニケーション 

各モードを利用することによる
メリット・デメリット、公共交通に
ついての情報提供、きっかけ作
りとなる情報を提供する。 
 広報たかまつ 
 啓発パンフ 

市
民 

市民に自身の行動を考えるきっかけと、適切な情報を提供し、 
過度な自動車利用から公共交通への転換を自発的に促すことで、 

公共交通の利用促進を図る。 

モビリティ・マネジメント(ＭＭ)とは 

一人一人の移動（モビリティ）が、社会的にも個人的にも望ましい方向に変化することを促す、 

コミュニケーションを中心とした取り組み 

コミュニケーションイメージ 

１人１人のモビリティ（移動）が、社会にも個人にも望ま 
しい方向、たとえば過度な自動車利用のライフ・スタイル 
から「かしこく」クルマと公共交通機関や自転車などを利 
用するライフ・スタイルに変化する方向に、自発的に変化 
することを期待するもので、コミュニケーションを中心と 
した交通施策のこと。例えば、バス停の位置や運行情報を 
提供してその利用を促したりすることも含まれます。  

目標５ 環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち 
多核連携型コンパクト・エコシティの推進とともに、景観の保全・形成・創出に努め、 
コンパクトで魅力ある都市空間の形成を図るほか、公共交通機関や自転車が利用しやす 
い、快適で人にやさしい都市交通の形成を図ります。 
また、激しさを増す都市間競争において、本市の拠点性を更に高めるため、交通網の 
整備や利用促進、中心市街地の活性化などにより、拠点性を発揮できる都市機能の充実 
に努め、環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまちの実現を目指します。 
 
 
政策２ 快適で人にやさしい都市交通の形成 
多様な交通が有機的に連携した快適で人にやさしい都市交通の形成を図るため、過度 
に自動車に依存せず、だれもが安全で快適に移動することができるよう、生活バス路線 
の確保、離島航路への支援など、公共交通機関の充実・強化や主要な駅等におけるパー 
ク・アンド・ライドの推進など、公共交通の利便性の向上を図ります。 
 また、人々が自転車安全で快適に利用できるよう、駐輪場や自転車走行空間の確保を 
始め、レンタサイクルや放置自転車対策などの事業を進めるとともに、自転車利用者の 
マナー向上に努め、自転車の利用環境の向上を図ります。 



５．ＭＭ実施状況 
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 公共交通の状況に対する認識不足 

 当事者意識の低さ 

現状の課題 

 広報たかまつによるMM 

ＭＭ取組状況 

発行日 題材 

H29.1.1 新春特集 
「コンパクト・プラス・ネットワークの 
 まちづくり」 

H29.2.1 まちなかループバス 

H29.6.15 地域で支えるどんぐり号 

H29.12.15 新駅整備 

H30.3.1 広域的利用 

 広報たかまつによるＭＭ後、記事に興味を持った層から反応はある。 

 窓口対応・ふれあいトーク等での聞き手の反応からは、記事の認知度が低いと感じる。 

紙媒体による一方的なＭＭでは、情報は認知されにくく、 
対話によるＭＭが効果的だと考えられる。 
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冊子掲載 テレビ等 イベント 出前ふれあいトーク 学校MM 
（回） 



６．ＭＭを進める上での課題 
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進める上での課題 

① ツール不足 

 高松市の公共交通を、１つのツールで体系立てて説明したものが無い。 
 広報たかまつは「万人向けでなければならない」という縛りがある。 

   ⇒ ツールの作成 

② 職員の技量 

 職員のクオリティを一定以上に高める。 

   ⇒ 研修・訓練等によるスキルアップ 

③ 圧倒的な人手不足 

 ＭＭ実施の対象者は市民全員であり、コミュニケーションによる啓発が必要。 
 人海戦術による徹底的な周知・啓発が必要。 

   ⇒ 対象者を絞った戦略的なＭＭ・人員の配置 

④ 意識改革から行動変容にかかる時間 

 ＭＭ実施後、意識改革から行動変容までに時間がかかる 
 ＭＭにより、どれだけ利用者が増えたかを図ることは困難。 

   ⇒ 時間軸により手法を変更、ＭＭ自体を地域に根付かせる 

⑤ 長期的に持続する手法の確立 

 ＭＭは継続することにより効果を発揮。 

   ⇒ 庁内の関係機関や企業等を巻き込み持続的にＭＭを実施できる手法の確立 



７．ＭＭの手法 
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ＭＭの種類 概 要 

学校ＭＭ 

 児童・生徒・学生を対象に展開 
 公共的に望ましい交通の在り方や、個々人の交通行動についての意識教育を重
視し、更に対象者の家族（世帯）の交通行動に働きかける狙いがある。 

企業ＭＭ 

 職場・企業等の法人を対象に展開 
 職場に関わる交通行動の自発的な変容を促す。 

 一人一人の従業員を対象に、個々人の交通行動の変容を促すものや、職場全
体を対象に、通勤制度の改変等を働きかける狙いがある。 

地域ＭＭ 

 特定の地域の居住者を対象に展開 
 日常生活における種々の交通行動の自発的な変容を促す。 

 一人一人の居住者を対象に、広報誌による周知・啓発や、施策を展開する地域
に「出前ふれあいトーク」等を行うことで、交通行動の変容を働きかける狙いがある。 

実施手法の整理 

対象者の主体的・自発的な行動変容を促すコミュニケーション方法として、３種類に大別。 

効果発現までの時間の整理 

短期 ＭＭを行うことにより、短期的に効果を発揮する。 

中・長期 ＭＭを長期的に継続することで効果を発揮する。 



８．施策（案） 

項目 ターゲット 実施手法 

短
期 

施策実施箇所に対する 
周知・啓発 

施策実施周辺地域 
居住者 

地域ＭＭ 
対象地域への個別出前講座 

短
期 

コミュニティバス導入検討 
地域に対する施策説明 

コミュニティバス導入 
検討地域の居住者 

地域ＭＭ 
対象地域への個別出前講座 

中
・長
期 

国・県等と連携した取り組み 小学生 学校ＭＭ 
バリアフリー・バスの乗り方教室での出前講座 

中
・長
期 

市民へのＭＭ 学校 学校ＭＭ 
出前講座 

長
期 

啓発パネル展 来場者 学校・企業・地域ＭＭ 
啓発パネルの展示 

長
期 

広報たかまつによる周知 広報誌を受け取る市民 学校・企業・地域ＭＭ 
広報誌の配布 

長
期 

交通事業者へのＭＭ 交通事業所の社員 企業ＭＭ 
事業所への個別出前講座 

長
期 

事業者へのＭＭ 民間事業所の社員 企業ＭＭ 
事業所への個別出前講座 

長
期 

市民へのＭＭ 市内居住者 地域ＭＭ 
出前ふれあいトークの活用による出前講座 
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９．ＭＭ展開イメージ 

モ
ビ
リ
テ
ィ
・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

学
校
Ｍ
Ｍ 

短
期 

中
・長
期 

企
業
Ｍ
Ｍ 

短
期 

中
・長
期 

地
域
Ｍ
Ｍ 

短
期 

中
・長
期 

市・交通事業者 
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継続的なＭＭ（広報、出前トーク等） 

継続的なＭＭ（広報、出前トーク等） 

継続的なＭＭ（広報、出前トーク等） 

コミュニティバスの運行を 
希望する地域の声 

学校選択、 
就職時の居住地選択 

継続するための手法の確立 
 ＭＭ教育学習プログラム 
 教育カリキュラムの構築 

公共交通の利用が課題 
解決に役立つという説明 

マッチング！ 

コミュニティバス導入検討地域 
に対し、課題解決に寄与する 
考え方の説明 

企業の課題 

公共交通が選択の 
ヒントとなる考え方の 
説明 

新規施策実施 

施策実施箇所に 
対する周知・啓発 

施策実施箇所に 
対する周知・啓発 

施策実施箇所に 
対する周知・啓発 

マッチング！ 

マッチング！ 

行政による 
課題の掘り起し 

継続するための手法の確立 
 施策に賛同し、自社での 
  普及・啓発に協力 

地域交通の普及 
 ＩＣカードの普及 
 コミュニティバス導入地域の
増加 



10．H30予定及び目標値（案） 

項目 Ｈ30予定 
Ｈ31以降 
目標値 

短
期 

施策実施箇所に対する 
周知・啓発 

２箇所 
 新駅（三条～太田駅間、太田～仏生山駅間）、
仏生山関係地域に対する個別出前講座の実施 

３箇所 

短
期 

コミュニティバス導入検討 
地域に対する施策説明 ２箇所 １箇所 

中
・長
期 

国・県等と連携した 
取り組み 

２回 
 花園小、香西小 

年２回 

中
・
長
期 

市民へのＭＭ 
１箇所 ２箇所 

長
期 

啓発パネル展 １回 
 瓦町FLAG 2018/10/9～15（7日間） 

年１回 

長
期 

広報たかまつによる周知 ３回 
 6/15、9/1、3月予定 

年２回 

長
期 

交通事業者へのＭＭ 
１箇所 ２箇所 

長
期 

事業者へのＭＭ － １箇所 

長
期 

市民へのＭＭ 
２箇所 ５箇所 
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